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ø Ҋの֓ཁࣄ　

は、ฏ成2�年9݄からྩ（申立ਓ13໊）ߕ
和元年9݄にかけて、Ϛϯγϣϯσϕϩού
ーであるചओ業者Եが開発ৡした12֊建て
新築Ϛϯγϣϯ（ೆଆ౩と౦ଆ౩があり、૯
ܖೖߪをށのೆଆ౩の֤住（ށは2�4ށ
し、ฏ成30年11݄Ҏ߱にೖډした。

本件Ϛϯγϣϯのೆଆには相Ԡの෯員のあ
るಓ࿏をִてて大な更地があったところ、
、ೖલߪのओுによれば、本件Ϛϯγϣϯのߕ
Եの営業୲当者から、本件ೆଆ隣地には̎ʙ
3֊建て程度の商業施設が建つとのઆ໌があ
ったとのことであった。

ྩ和3年9݄、別の業者から、当֘地に14
֊建てのϚϯγϣϯ開発を行う計画がある旨
のઆ໌จ書が本件Ϛϯγϣϯの住民に配さ
れ、更に、同年11݄、別の業者から、̓֊建
てのିϚϯγϣϯを新築する旨のઆ໌จ書
が配されたことから、ߕがԵに対して損
ഛঈやҚँྉを求めて本件ฆ૪がऒىした。

ྩ和̐年݄̎Ҏ߱、ෳճの住民આ໌会等
のし合いのػ会が設けられたが、解決にࢸ
らず、ߕ（上記13໊）が当ߏػの"%3をر
し、Եも同意したため、方からґཔを受
けた行政ிより、ಛఆฆ૪ॲཧによる解決の
要請がなされた。

ù 　ฆ૪ॲཧのܦա

ฆ૪ॲཧ委員3໊（ห護࢜ɾ建築ઐՈɾ
Ұൠ行政ݧܦ者）により計̓ճのௐを行っ
た。

ௐのա程で、ߕはҎԼの௨りओுした。
ᶃ本件Ϛϯγϣϯの全ങओを対としたΞϯ
έートௐࠪによっても、ೆଆ隣地は商業༻地
であり1ʙ̎֊程度の商業施設しか建たない
とのઆ໌を受けたとূݴするਓのׂ合がա
であった。また、当時の営業୲当者がങओ
にѼてたϝールで、அఆ的なઆ໌があったと
いう的ূڌもある。
ᶄೆଆ౩ଆにはの建物しか建たないとの
આ໌を৴͡たことが、౦ଆ౩よりൢച価格の
になったものであػೖする動ߪいೆଆ౩をߴ
り、આ໌ٛҧ反に基づき、申立ਓҰਓ当た
り、ೆଆ౩と౦ଆ౩のൢച価格のུ֓差̐
ඦສԁのֹ̎ඦສԁの損ഛঈとҚँྉ1
ඦສԁの合計3ඦສԁ（13ਓ૯ֹ3�ඦສԁ）
を請求する。

これに対して、ԵはҎԼの௨りओுした。
ᶃ当֘ೆଆ隣地が商業༻地であり、७ਮなډ
住༻Ϛϯγϣϯ建設は不可ͩが、商業施設ซ
༻のϚϯγϣϯ建設は可であるという๏的
識は営業୲当者全員がもっていた。
ᶄ当時、̎ʙ3֊建ての商業施設が建つとい
う֎෦ใがあったため、そのใをϞσル
ルームདྷ๚者に告げた事࣮はあるものの、そ
れをஅఆ的にઆ໌した事࣮については、ؔわ
った営業୲当者へのࣾௐࠪにおいて֬認で
きなかった。
ᶅ重要事߲આ໌書においても、近隣土地にお
いてؔ係๏規に適合する建築物が建てられる
可性があり、ோɾ日照等の住ڥに変更
がੜ͡る可性についてٴݴしており、かつ
そのようにઆ໌している。したがって、当ࣾ

ɹɹɹ3&5*0ɹಛఆฆ૪Ҋ݅ʗྩ̐ୈ̍߸の͋Β·͠

৽ஙϚϯγϣϯのೆଆྡݐઃܭըのઆ໌
ௐࠪڀݚ෦্੮ௐ　西崎 哲太郎

ߏػͰ、ফඅऀとऀۀݐのτϥϒルにͭいて、ۤ をड͚͚た行ி͔Βのཁに͖ͮج、
。͢·ʯを行ͬていۀࣄ֎ฆ૪ղܾ手ଓʢ"%3ʣͰ͋るʮಛఆฆ૪ॲཧࡋ
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に๏的任はないとߟえている。
委員からԵに対しては、ফඅ者とઐ業者

とのؒにはใ格差が存在しており、ઐ業
者としての任としてফඅ者にޡ解をੜ͡さ
ͤないようなઆ໌が必要であったとߟえられ
ることも踏まえて、ࣾ会的任や٬ސ満度
もՃ味した۩体的な解決案をఏࣔするよう要
請した。

これを受けてԵからは、当ࣾに๏的な任
はないことをલఏとして、現࣮的に本件ฆ૪
によるをかけているという事࣮認識のも
と、解決ۚとして૯ֹ200ສԁを༻意するが、
申立ਓ13໊に対してではなく、ཧ組合にࢧ
いたいとの表໌があった。その趣旨は、当
ࣾのൢച時のઆ໌に不満を持っているਓがଞ
にもいる可性があり、申立ਓ13໊とͩけ和
解するのは適ではないというࣾ意見がڧ
く、Ұ方でそのಛఆもࠔであることから、
区ॴ有者のू合体であるཧ組合と和解ܖ
をక݁する方になったとのことであっ
た。

このԵの方に対してߕは、そもそもこの
"%3はཧ組合としての申立合意がಘられ
なかった為、やむなくر者のみでߏ成した
む形の合ࠐきרҢがあり、今更ཧ組合をܦ
意はできないとڋ൱した。

このため、委員よりԵに対して、ཧ組合
ではなく申立ਓ個ਓを相ख方とする和解方๏
を取る༨地がないか、またその場合の解決ۚ
ֹについて今Ұ度再ݕ౼をґཔした。

これに基づき、࣍ճظ日において、Եは「申
立ਓ13໊に֤̑ສԁの解決ۚをࢧう」と方
をసした。

、ったところࢾり全員にؼが本案を持ちߕ
13໊த11໊が受し、る໊̎はこのֹۚを
不として本खଓからすることになっ
た。

日において、しظऴୈ̓ճのௐ࠷

た໊̎を除く当事者11໊が和解ܖ書原本に
ॺ໊ೀҹをして解決ۚのत受が行われ、本件
はਖ਼ࣜに和解ܖの成立にࢸった。

和解ܖの༰はҎԼのとおりである。

ୈ1条ɹԵは、ߕに対し、本案件の解決
ۚとして、ߕの֤自にۚ̑ສԁずつ合計
ۚ��ສԁのࢧٛがあることを認め
る。
ୈ̎条ɹԵは、申立ਓ本ਓ݉その༨のߕ
11໊の代ཧਓに対し、本日、ௐखଓの
੮上で、લ条の解決ۚ合計ۚ��ສԁをࢧ
い、申立ਓ本ਓ݉その༨の11໊ߕの代
ཧਓは、これを受ྖした。
ୈ3条ɹٴߕͼԵは、ਖ਼当なཧ༝なく、
本和解ܖの存在ٴͼ༰をୈࡾ者にޱ
֎しない。
ୈ̐条ɹߕのうちલ条にҧ反した者は、
Եに対し、ҧۚとしてୈ1条の解決ۚ
̑ສԁをちにฦۚする。
̎．Եがલ条にҧ反したときは、Եは、
の֤自に対し、ҧۚとしてୈ1条のߕ
解決ۚと同ֹのۚ̑ສԁずつ合計ۚ��ສ
ԁをちにࢧうものとする。
ୈ̑条ɹߕは、本案件につき、行政ிへ
なしたԵに対するۤ申立てを取りԼげ
る。
ୈ̒条ɹٴߕͼԵは、本案件については、
本和解ܖ書にఆめるもののほかにԿら
の࠴ݖ࠴がないことを相ޓに֬認し、
にҰのޓ判֎を問わず、相ࡋ、判上ࡋ
請求ٴͼҟ議申立てをしない。

Ҏ上
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